
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人滋賀医科大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　役員報酬のうち、期末特別手当については本学役員給与規程により「その者の在職期間にお
ける業績に応じ、経営協議会の議を経て、これを増額し、又は減額することができる」としている
が、平成27年度については、経営協議会において業績を総合的に判断した結果、報酬の増減
は行われなかった。

　滋賀医科大学は、本学の理念である地域の特徴を生かしつつ、特色ある医学・看護学の教育・
研究により、信頼される医療人を育成すること、さらに、世界に情報を発信する研究者を養成する
ことにより、人類の健康、医療、福祉の向上と発展に貢献することに基づき、教育研究の質のさら
なる高度化を図り、国内外の多様な分野において指導的役割を果たす人材を育成することを使
命としており、将来構想計画を基盤として、法人化第２期においてはＳＵＭＳプロジェクト２０１０－
２０１５「次世代を担う人材育成と医療科学・技術の創出」を目指して「地域基盤型教育・研修」、
「独創的研究」、「充実した医療」、「戦略的組織活性化」の取り組みを学長のリーダーシップの下
で推進している。
　そうした中で、滋賀医科大学の学長は、職員数約2,000名の法人の代表として、その業務を総
理するとともに、校務を司り、所属職員を統督して、経営責任者と教学責任者の職務を同時に
担っている。
　学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬3,159万円と比較した場
合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額2,249万円と比べてもそれ以下となっている。

滋賀医科大学では 学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月

  ②  平成27年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　滋賀医科大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月
額を踏まえて決定しているが、学長の職務内容の特性は上記のとおり法人化移行前と同等以上
であると言え、これまでの各年度における業績評価の結果を勘案したものとしている。
　また、前年度の他の単科大学の長の報酬水準でも同水準となっている。
　こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられ
る。



法人の長　　　　　　国家公務員の指定職俸給表適用職員の俸給月額が１，０００円引き上げられ

　　　　　　たことに準拠し、本学も同様に改正した。

理事

法人の長に同じ

理事（非常勤）

該当者なし

監事

該当者なし

監事（非常勤）

特になし

　③ 役員報酬基準の内容及び平成27年度における改定内容



２　役員の報酬等の支給状況
平成27年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,523 11,808 4,679
826
210

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,968 10,008 3,966
700
294

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

15,201 10,008 3,966
700
527

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,724 10,008 3,966
700
50

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

12,897 8,042 3,448 1,407 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

（　　　　）
千円 千円 千円 千円

（　　　　）
千円 千円 千円 千円

2,224 2,224 0 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

5,140 5,140 0 0
（　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２ 「前職」欄には 役員の前職の種類別に以下の記号を付す

B監事

D理事

A監事

D監事
（非常勤）

C監事
（非常勤）

法人の長

A理事

前職

C理事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

B理事

注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　 　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

理事

滋賀医科大学は、本学の理念である地域の特徴を生かしつつ、特色ある医学・看護

学の教育・研究により、信頼される医療人を育成すること、さらに、世界に情報を発信す

る研究者を養成することにより、人類の健康、医療、福祉の向上と発展に貢献することに

基づき、教育研究の質のさらなる高度化を図り、国内外の多様な分野において指導的役

割を果たす人材を育成することを使命としており、将来構想計画を基盤として、法人化第

２期においてはＳＵＭＳプロジェクト２０１０－２０１５「次世代を担う人材育成と医療科学・

技術の創出」を目指して「地域基盤型教育・研修」、「独創的研究」、「充実した医療」、

「戦略的組織活性化」の取り組みを学長のリーダーシップの下で推進している。

そうした中で、滋賀医科大学の学長は、職員数約2,000名の法人の代表として、その業

務を総理するとともに、校務を司り、所属職員を統督して、経営責任者と教学責任者の職

務を同時に担っている。

学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬3,159万円と比

較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額2,249万円と比べてもそれ以

下となっている。

滋賀医科大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の

俸給月額を踏まえて決定しているが、学長の職務内容の特性は上記のとおり法人化移

行前と同等以上であると言え、これまでの各年度における業績評価の結果を勘案したも

のとしている。

また、前年度の他の単科大学の長の報酬水準でも同水準となっている。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考

えられる。

学長と共に第二期中期目標・計画の中で 「戦略的目標達成のため中期目標・計　理事

　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

学長と共に第二期中期目標・計画の中で、「戦略的目標達成のため中期目標・計

画と連動した大学経営に係る評価指標を定め、各担当理事が主体となりその目標

達成に努める」こととしており、役員会において評価指標の目標設定と進捗状況の

チェック・フォローを行っている。

そうした中で、各担当理事は時間雇用職員を含め職員数約2,000名の法人の役

員として、学長を補佐し、校務を司り、所属職員を統督している。

各担当理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の取締役報酬

2,081万円と比較した場合においても、それ以下となっている。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であ

ると考えられる。

国立大学法人滋賀医科大学監事監査規程にもとづき、本学業務の適性かつ効

率的な運営を図ること及び会計経理の適正を確保している。

そうした中で、各監事は時間雇用職員を含め職員数約2,000名の法人の非常勤

監事として、会計監査人及び監査室と連携を密にし、効率的かつ効果的な監査を

実施している。

各非常勤監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の取締役報

酬2,081万円と比較した場合においても、それ以下となっている。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であ

ると考えられる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、民

間企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考えられる。



４　役員の退職手当の支給状況（平成27年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「 役員出向者「◇ 独立行政法人等 退職者「※ 退職公務員 そ 後

法人の長

監事B

法人での在職期間

理事A

監事B
（非常勤）

監事A
（非常勤）

理事B
（非常勤）

理事B

理事A
（非常勤）

監事A

　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄



５　退職手当の水準の妥当性について
【文部科学大臣の判断理由等】

区分

監事B

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
率及び退職手当支給額の決定に到 た理由等を具体的に記入する

理事B
（非常勤）

監事A

監事A
（非常勤）

監事B
（非常勤）

判断理由

理事A
（非常勤）

法人の長

理事A

理事B

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　　　法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しており、職務内

　　　容の特性は法人化移行前と同等以上であると言え、これまでの各年度における業績評

　　　価の結果を勘案したものとしている。

　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

社会一般の情勢に適合させるため、人事院勧告を受けて決定される国家公務
員の給与水準を十分に考慮することとしている。また、他の国立大学法人の
給与水準も参考とする。

勤勉手当の成績率の判定及び昇給、昇格の実施にあたっては、勤務評定の結
果等を踏まえた勤務成績を考慮している。

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　③　 給与制度の内容及び平成27年度における主な改定内容

平成２８年１月１日付け給与等の改正

賞与：勤勉手当
（査定分）

6月1日及び12月1日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対
し、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、そ
れぞれ支給割合を決定する。

昇　　給

原則、職員が昇給日（1月1日）前の1年間において良好以上の成績で勤務
したとき、その勤務成績に応じて上位の号俸に昇給させることができる。昇
給の号俸数は、良好な成績で勤務した職員の号俸数を4号俸とし、極めて
良好な成績で勤務した者の号俸数は、8号俸以上とする。

昇格・降格
昇格：勤務成績が良好で、かつ当法人が定める昇格基準に達している者は
上位の職務の級に決定することができる。
降格：勤務成績が不良な場合は、下位の級に決定することができる。

給与種目 制度の内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

平成２８年１月１日付け給与等の改正
・分娩手当の新設
　ハイリスク妊娠管理が必要な症例と向かい合っている医療従事者に対し、休日・時間外・
深夜に実施した分娩業務に対する手当を支給した。
平成２８年２月１日付け給与等の改正
・基本給月額等を平均０．４％引上げる改正
　人事院勧告に基づき、国家公務員の俸給表適用職員の俸給月額等が平均０．４％引上げ
られたことに準拠し、改正した。
・期末手当・勤勉手当の年間支給月数を改正
　人事院勧告に基づき、国家公務員の期末手当・勤勉手当の年間支給月数が４．１０月分から
４．２０月分に引上げられたことに準拠し、同様に改正した。
・昇格時等の号俸対応を改正
　国家公務員の俸給表適用職員の俸給月額等の改定に伴い、昇格時等の号俸対応による
改正を同様に行った。
・医師に対する初任給調整手当について、支給限度額を５０，５００円に引き上げる改正
　人事院勧告に基づき、国家公務員の医師に対する初任給調整手当について、医療職俸給
表（一）の改定状況を勘案し、支給限度額が引上げられたことに準拠し、同様に改正した。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

904 39.3 5,714 4,286 71 1,428
人 歳 千円 千円 千円 千円

140 44.9 5,556 4,156 108 1,400
人 歳 千円 千円 千円 千円

235 47.7 7,992 5,987 86 2,005
人 歳 千円 千円 千円 千円

431 32.6 4,622 3,477 43 1,145
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 55.0 5,365 4,019 99 1,346
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

86 39.0 5,204 3,898 102 1,306
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

47 42.4 6,707 6,707 94 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

47 42.4 6,707 6,707 94 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

うち賞与人員

技能・労務職種

任期付職員

区分

教育職種
（外国人教師等）

その他の医療職種
（看護師）

特任教員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

うち所定内

医療職種
（病院看護師）

平均年齢
平成27年度の年間給与額（平均）

常勤職員

医療職種
（病院医療技術職員）

総額

人 歳 千円 千円 千円 千円

224 36.3 4,069 3,712 74 357
人 歳 千円 千円 千円 千円

30 47.6 3,333 2,504 132 829
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 42.7 4,182 3,125 68 1,057
人 歳 千円 千円 千円 千円

139 30.4 4,261 4,261 56 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

17 46.1 4,756 3,533 51 1,223
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 55.3 3,417 2,561 103 856
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 34.3 3,655 2,764 114 891

注：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

人 歳 千円 千円 千円 千円

60 41.3 6,816 6,816 86 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

47 42.4 6,707 6,707 94 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 37.1 7,209 7,209 57 0

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：常勤職員のうち医療職種（病院医師）については、該当者がいない。

注３：在外職員及び再任用職員については、該当者がいない。

注４：技能・労務職種とは、自動車運転手、ボイラ技士、調理師、実験助手をいう。

注５：常勤職員の教育職種（外国人教師等）、その他の医療職種（看護師）については、該当者が２人以下のため

　　　、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

特任教員

技能・労務職種

医療職種
（病院医療技術職員）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

年俸制適用者

医療職種
（病院看護師）

非常勤職員

年俸制適用教職員



② 年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）
人

千円

注1：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

副病院長 1

課長 7 56.4 7,833

課長補佐 15 54.2 6,534

係長 60 50.2 6,034

主任 11 44.9 5,109

係員 46 33.0 3,957
注１：副病院長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　平均年齢及び年間給与の平均額は表示していない。

注２：「課長」には、課長相当職である「室長」を含み、「課長補佐」には、課長補佐相当職である

　　　「主幹」を含み、「係長」には、係長相当職である「専門職員」及び「主査」を含む。

平均年齢

6,110～3,923

7,076～4,698

千円

5,295～3,016

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

（最高～最低）
分布状況を示すグループ 人員
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年間給与額
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年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人
千円

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 44 56.3 10,160

准教授 39 51.8 8,558

講師 43 48.2 7,836

助教 104 42.2 6,814

助手 5 50.5 6,284

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

12,353～8,142
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国の平均給与額

年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師）） 人
千円

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

看護部長 1  

副看護部長 3 51.2 6,919

看護師長 31 46.0 6,371

副看護師長 48 41.6 5,741

看護師 348 30.0 4,224
注１：看護部長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　平均年齢及び年間給与の平均額は表示していない。

千円

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
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④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

61.0 64.6 62.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 39.0 35.4 37.2

％ ％ ％

         最高～最低 46.5～36.0 43.1～33.4 44.8～34.7

％ ％ ％

62.6 65.3 64.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.4 34.7 36.0

％ ％ ％

         最高～最低 44.2～34.9 37.6～32.1 39.4～33.6

（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

60.1 65.0 62.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 39.9 35.0 37.4

％ ％ ％

         最高～最低 44.2～35.7 37.6～33.1 40.9～34.4

％ ％ ％

62.7 65.5 64.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
37 3 34 5 35 9

区分

管理
職員

賞与（平成27年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.3 34.5 35.9

％ ％ ％

         最高～最低 43.8～34.7 41.4～32.0 40.5～33.4

（医療職員（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低

％ ％ ％

61.9 64.8 63.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 38.1 35.2 36.6

％ ％ ％

         最高～最低 44.2～34.1 41.4～29.4 40.9～31.7

注：医療職員（病院看護師）における管理職員は１人のため、当該個人に関する

　　情報が特定されるおそれのあることから記載していない。

職員

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　22.2％
（国からの財政支出額　6,320,397,000円、支出予算の総額
28,426,225,000円：平成27年度予算）

【検証結果】
国からの財政支出額は100億円未満であり、支出予算の総額に占める国の
財政支出の割合も50%未満である。
また、対国家公務員指数も100未満であり、累積欠損額も0円であることか
ら、給与水準は適切である。

【累積欠損額について】
累積欠損額　0円（平成27年度決算）

・年齢・地域・学歴勘案　　　　８４．２
・年齢・学歴勘案　　　　　　　　８１．５

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　８１．１
・年齢・地域勘案　　　　　　　　８３．８

項目

　給与水準の妥当性の
　検証

内容

対国家公務員
指数の状況

（参考）対他法人　　　　　　　　９２．４

（文部科学大臣の検証結果）
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から
給与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めて
いただきたい。

　本学の事務・技術職員の給与水準は適正であり、今後も引き続き適正な
給与水準の維持に努める。講ずる措置



○医療職員（病院看護師）
項目 内容

対国家公務員
指数の状況

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　22.2％
（国からの財政支出額　6,320,397,000円、支出予算の総額
28,426,225,000円：平成27年度予算）

【検証結果】
国からの財政支出額は100億円未満であり、支出予算の総額に占める国の
財政支出の割合も50%未満である。
また、対国家公務員指数も100未満であり、累積欠損額も0円であることか
ら、給与水準は適切である。

【累積欠損額について】
累積欠損額　0円（平成27年度決算）

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

本学の看護師は、最終学歴が大学卒業以上の者の割合が高く、准看護師
がいないことから、国の医療職俸給表（三）適用者より、給与水準が高く
なっていると考えられる。

　給与水準の妥当性の
　検証

講ずる措置
　本学の医療職員（病院看護師）の給与水準は適正であり、今後も引き続
き適正な給与水準の維持に努める

（参考）対他法人　　　　　　　　１００．５

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　１００．７
・年齢・地域勘案　　　　　　　　９７．９
・年齢・学歴勘案　　　　　　　　１０１．２
・年齢・地域・学歴勘案　　　　９９．３

（文部科学大臣の検証結果）
学歴差及び地域差を是正した給与水準の比較指標では国家公務員の水
準未満となっていること等から給与水準は適正であると考える。引き続き適
正な給与水準の維持に努めていただきたい。

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　８９．９

　注：上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成27年度
　　　の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

４　モデル給与

●事務・技術職員
　○22歳（大卒初任給、独身）
　　月額190,836円　年間給与2,813,589円
　○35歳（課長補佐、配偶者・子1人）
　　月額338,796円　年間給与5,435,733円
　○45歳（課長、配偶者・子2人）
　　月額494,748円　年間給与7,842,544円

●教育職員（大学教員）
　○22歳（大卒初任給、独身）
　　月額226,800円　年間給与3,374,935円
　○35歳（准教授、配偶者・子1人）
　　月額421,416円　年間給与6,935,611円
　○45歳（教授、配偶者・子2人）
　　月額611,820円　年間給与9,855,165円

講ずる措置 き適正な給与水準の維持に努める。



５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

勤勉手当の成績率の判定及び昇給、昇格の実施にあたっては、
勤務評定の結果等を踏まえた勤務成績を考慮している。

Ⅲ　総人件費について

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

・給与、報酬等支給総額 教職員の増員及び給与改正（引上げ）による増

12,444,026

533,109531,036

4,373,706

1,142,598 1,210,739

3,403,736 3,810,806

福利厚生費
1,232,539 1,395,543 1,464,579

非常勤役職員等給与

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

4,465,325

1,516,921

最広義人件費
10,593,163

4,148,126 4,183,642

11,295,437 11,951,04010,742,008

5,726,190

12,095,511

退職手当支給額
405,336 371,482 629,783 750,881

5,928,671

区　　分

給与、報酬等支給総額
5,641,493 5,348,981 5,284,989 5,620,974

・退職手当支給額 退職者の微増による増

・非常勤役職員等給与 医師，看護師，病院非常勤職員の増員による増

・福利厚生費 教職員の増に伴う法定福利費の増

「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年８月７日閣議決定）に基づき、
平成25年2月1日から以下の措置を講じている。
・役職員の退職手当について、国家公務員退職手当制度の改正に準じて支給水準を引き下げた。
　　役員に関する講じた措置の概要：官民の支給水準の均衡を図るために退職手当法上設けられている
　　「調整率」を段階的に引き下げた。平成25年2月１日から平成25年9月30日は、「100分の98」とし、平成
　　25年10月1日から平成26年6月30日までは「100分の92」とし、同年7月1日からは「100分の87」とした。
　　職員に関する講じた措置の概要：役員同様の措置を講じた。

Ⅳ　その他
特になし


